
公安委員会の開催概要

公安委員会は、令和５年７月13日（木）に開催された。

１ 決裁事項

・令和５年度公安委員会及び警察本部長が行う政策等の評価の実施結果について

・交通規制の意思決定について

・道路交通法の規定に基づく意見の聴取等について

２ 報告事項

(1) 令和５年６月中の苦情の取扱いについて

県警察から、令和５年６月中の苦情の取扱いに関する報告があった。

令和５年６月中の苦情受理件数は11件（公安委員会宛て１件、警察宛て10件）で、

警察の対応、パトカーの走行、交通指導取締り、職員の勤務態度に関するものである

とのことであった。

委員から、「不適切な言動は相手の方には一生心に残ってしまう。きちんとした対応

をすること。」との発言があった。

(2) 東北管区警察局による監察の受監結果について（令和５年度第１期）

県警察から、東北管区警察局による監察の受監結果に関する報告があった。

５月30日、31日の２日間、東北管区警察局による監察を受監したとのことであった。

委員から、「指摘事項がなかったことは大変良かった。」との発言があった。

(3) 令和５年永年駐在所等勤務警察官家族表彰式の開催について

県警察から、令和５年永年駐在所等勤務警察官家族表彰式の開催に関する報告が

あった。

７月26日、警察本部において、令和５年永年駐在所等勤務警察官家族表彰式が行われ、

駐在所勤務員の配偶者１人に対し、本部長感謝状が贈呈される。

永年駐在所等勤務警察官家族表彰は、駐在所等に勤務する警察官の配偶者として、

永年にわたり警察活動に協力するなど功労があったと認められる方に贈られるとの

ことであった。

委員から、「御家族の方々は本当に一生懸命やってくださっている。表彰制度は励み

になる。」との発言があった。



(4) 道路交通法違反(妨害運転)被疑者の検挙について

県警察から、道路交通法違反(妨害運転)被疑者の検挙に関する報告があった。

湯沢警察署は、令和５年３月５日、雄勝郡羽後町居住の男（60代）が、湯沢市岩崎

地内の県道において軽四輪貨物自動車を運転中、追従していた30代男性運転の軽四輪

乗用自動車の通行を妨害したとして、道路交通法違反（妨害運転）の事実で、７月11日、

秋田地方検察庁横手支部に送致したとのことであった。

委員から、「そのような行為が危険であるということを、広く広報してもらいたい。」

との発言があった。


